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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
二
号 

海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
海
上
運
送
法
に
基
づ

く
安
全
統
括
管
理
者
資
格
者
証
及
び
運
航
管
理
者
資
格
者
証
に
関
す
る
省
令
（
令
和
六
年
国
土
交
通
省
令
第
四
十
三
号

）
第
十
三
条
（
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
四
十
二
条
第
二
号
及
び
第
四
号
（
第
五
十

一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
海
上
運
送
法
に
基
づ
く
安
全
統
括
管
理
者
講
習
及
び

運
航
管
理
者
講
習
の
内
容
及
び
方
法
の
基
準
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か

ら
適
用
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之 

　
　
　

海
上
運
送
法
に
基
づ
く
安
全
統
括
管
理
者
講
習
及
び
運
航
管
理
者
講
習
の
内
容
及
び
方
法
の
基
準
等
を
定
め
る

告
示 

第
一
条　

海
上
運
送
法
に
基
づ
く
安
全
統
括
管
理
者
資
格
者
証
及
び
運
航
管
理
者
資
格
者
証
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「

省
令
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
告
示
で
定
め
る
科
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一　

輸
送
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
科
目

 

二　

船
舶
の
運
航
に
関
す
る
科
目 

イ　

水
上
交
通
に
関
す
る
基
礎

 

ロ　

気
象
、
海
象
そ
の
他
の
事
情
及
び
運
航
の
可
否
に
係
る
判
断
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ハ　

航
海
の
安
全
の
確
保

 

三　

船
舶
の
施
設
及
び
船
員
に
関
す
る
科
目

 

イ　

船
体
及
び
設
備

 

ロ　

船
員
の
配
置
及
び
教
育
訓
練

四 
 

輸
送
の
安
全
に
係
る
近
年
の
動
向
に
関
す
る
科
目 

第
二
条　

前
条
の
規
定
は
、
省
令
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
十
三
条
の
告
示
で
定
め
る
科
目
に
つ
い
て
準

用
す
る
。 

第
三
条　

省
令
第
四
十
二
条
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
内
容
及
び
方
法
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一　

安
全
統
括
管
理
者
講
習
の
内
容
は
、
安
全
統
括
管
理
者
と
し
て
の
職
務
を
行
う
に
当
た
り
必
要
な
事
項
に
関
す

る
最
新
の
知
識
及
び
能
力
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二　

安
全
統
括
管
理
者
講
習
の
時
間
は
、
一
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

三　

安
全
統
括
管
理
者
講
習
は
、
毎
月
一
回
以
上
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

四　

離
島
そ
の
他
受
講
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
に
在
住
す
る

者
に
対
し
、
適
正
か
つ
合
理
的
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
安
全
統
括
管
理
者
講
習
の
実
施
場
所
の
確
保
そ
の
他
の
便

宜
の
提
供
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
正
性
及
び
公
平
性
の
観
点
か
ら
適
当
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
安
全
統

括
管
理
者
講
習
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

第
四
条　

省
令
第
四
十
二
条
第
四
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
安
全
統
括
管
理
者
と
し
て
の
職
務
を
行
う
に
当
た
り

必
要
な
事
項
に
関
す
る
最
新
の
知
識
及
び
能
力
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

第
五
条　

第
三
条
の
規
定
は
、
省
令
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
二
条
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
内

容
及
び
方
法
の
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
中
「
安
全
統
括
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

、
「
運
航
管
理
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
条　

第
四
条
の
規
定
は
、
省
令
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
二
条
第
四
号
の
告
示
で
定
め
る
基

準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
中
「
安
全
統
括
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
運
航
管
理
者

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 


